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調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 木曽上-管-9

事 務 所 名 木曽川上流河川事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

主原動機分工場整備 (4号) 式 1
第  1号代価表

撤去(主原動機) (4号) 式 1
第  2号代価表

据付(主原動機) (4号) 式 1
第  3号代価表

主原動機整備 (4号) 制御用ｶﾞﾊﾞﾅｰ､ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ交換 式 1
第  4号代価表

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ始動用直流電源盤整備 (4号) 蓄電池交換､整流器整備 式 1
第  5号代価表

（条件）



（条件）

機械設備据付工 人 20.00

諸雑費 式 1 端数整理

(4号) 1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  2号代価表 撤去(主原動機)

端数整理諸雑費 式 1

機械設備製作工 人 30.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 主原動機分工場整備

(4号) 1 式 当り

摘　要 諸雑費



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付補助材料費は､現地整備に必要な消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

機械設備据付工 人 40.00 *

据付補助材料費 % 2

(4号) 制御用ｶﾞﾊﾞﾅｰ､ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ交換 1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付補助材料費は､据付に必要な消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  4号代価表 主原動機整備

機械設備据付工 人 40.00 *

据付補助材料費 % 2

(4号) 1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 据付(主原動機)



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付補助材料費は､現地整備に必要な消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

電工 人 8.00 *

据付補助材料費 % 2

(4号) 蓄電池交換､整流器整備 1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  5号代価表 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ始動用直流電源盤整備



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所
依頼番号 木曽上-管-9

総括表
第  1号代価表
主原動機分工場整備

第  2号代価表
撤去(主原動機)

第  3号代価表
据付(主原動機)

第  4号代価表
主原動機整備

第  5号代価表
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ始動用直流電源盤整備


